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（１）自然公園の指定

（２）自然環境保全地域の指定
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（１）生物多様性保全の核（コア）となる優れた

　 　 自然環境の保全
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(２）自然公園等を活用した自然とのふれあい推進

図表2-2-3　自然歩道概要図
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ウ いすみ環境と文化のさと 

  「いすみ環境と文化のさと」は、身近にふれ 

あうことのできる昆虫や小動物の生息する豊か

な環境を保全しつつ、自然や郷土の文化にふれ

あう体験学習の場として整備されました。 

  ネイチャーセンター、昆虫広場、生態園など

があるセンター地区とホタルの里やトンボの沼

などの７か所のスポット地区がいすみ市内に点

在しています。 

  これらのスポット等を活用して年間 40 回余

の自然と親しむ行事が実施されています。 

  

ア 史跡名勝天然記念物の指定 

  「文化財保護法」に規定する文化財のうち史

跡、名勝及び天然記念物を総称して記念物と言

い、国はわが国を代表する価値を有する文化財

を、県及び市町村はそれぞれの地域を代表する

価値を有する文化財を指定し、保護を図ってい

ます。（図表 2-2-7） 

①史跡：貝塚、古墳、集落跡、城跡、社寺跡等

で歴史の正しい理解に欠くことができな

いもの 

 ②名勝：庭園、島嶼等で風致景観に優れ、ある

いは芸術的、学術的価値の高いもの 

 ③天然記念物：特有の動物及びその生息地、名

木、巨樹、自然林、海浜植物群落、湖沼等

の水草類、岩石・化石の産地、地層、洞穴

等で学術上貴重で自然を記念するもの 

  記念物はその土地に関わる価値を以て指定

する文化財であり、自然環境とも密接な関連を

有しています。指定された文化財は原則として

指定時の現状を保存することを前提とし、厳格

に保護が図られることから、環境行政の一環で

あるとも考えられます。 

 

 

 

 

 

図表 2-2-7 本県における記念物指定状況 

（28年３月末現在） 

 国 県 市町村 合計 

史 跡 27 81 366 474 

名 勝 4 3 7 14 

天然記念物 17 50 184 251 

合 計 47 134 557 738 

国指定名勝及び天然記念物の同時指定１件を含む 

 

イ 史跡の公有化と整備 

  史跡は、高い歴史的価値を有する土地を指定

している文化財ですが、歴史的環境が保全され

ている史跡の多くは同時に良好な自然環境を維

持しています。 

本県では、史跡を良好な形で保護するため可

能な限り公有化を図り、環境を維持し広く活用

を図る目的で史跡公園等としての整備を促進し

ています。（図表 2-2-8） 

  なお、この事業は市町村等が実施する事業の

経費の一部を県として助成するものです。 

 

図表 2-2-8  27年度実施事業 

     －史跡の公有化－  

市 町 村 名 指定区分 史跡名 事業内容 

鎌ケ谷市 国 下総小金中野牧跡 先行取得償還 

 

－史跡の整備－ 

 

ウ 名勝の整備 

  名勝は文化史的な背景を持つ風景や庭園など

で、その存在は自然環境に支えられています。 

したがって、その保護はそのまま自然環境の

保護につながるものです。 

保護対策としては、市町村等が行う保存整備

事業があります。  

  

 

市 町 村 名 指定区分 史跡名 事業内容 

酒々井町 国 本佐倉城跡 災害復旧 

（３）史跡名勝天然記念物の保護対策
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エ 天然記念物 

  天然記念物は自然そのものでもあり、名勝と

同じくその保護は自然の保護でもあります。 

動物の生息条件は植物以上に周辺の環境に左

右され、自然環境の変化を如実に反映します。 

また、植物の指定は植物生態学上の視点によ 

 る自然林、社叢等の指定が主流となっています。

（図表 2-2-9） 

図表 2-2-9 国・県天然記念物の指定状況及び分類 

                （28年3月末現在） 

区分 分類 国 県 合計 

動物 
種 3 0 3 

生息地・発生地 3 2 5 

植物 

単 木 4 16 20 

群落地・自生地 3 4 7 

自然林・社叢等 1 18 19 

地質･鉱物 

岩石･鉱物･化石の産出状況 2 5 7 

洞 穴 0 2 2 

地殻変動による地形 1 1 2 

化石の標本 0 2 2 

合   計 17 50 67 

保護対策としては、保護増殖等事業があり、

この事業を所有者等が実施する場合には事業の

経費の一部を県として助成するものです。 

ア 協定の概要 

  ゴルフ場等の開発行為をしようとする事業

者と「千葉県自然環境保全条例」第 25 条の規

定により、自然環境の保全を図ることを目的に

協定を締結しています。 

イ 協定の締結状況 

28 年３月末における締結中の協定の総数は

170 件、協定面積合計 30,590.8ha、緑地保全面

積 15,431.5haとなっています。 

 

（４）自然環境保全協定の概要と締結状況
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